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高知市営住宅及び共同施設指定管理者 仕様書 

 

趣旨 

この仕様書は，高知市営住宅条例（平成９年条例第32号。以下「条例」という。）及び高知

市営住宅条例施行規則（平成９年規則第86号。以下「条例施行規則」という。）に定めるもの

のほか，指定管理者が行う管理運営に関する基準について定めることを目的とする。 
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１ 対象施設の目的 

⑴ 高知市営住宅は，公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「公住法という。」)，住宅地 

区改良法（昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。）等法律の目的に応じ，住宅及 

び自転車置き場や倉庫等の付帯施設が整備されている。 

管理戸数が最多である公営住宅においては，健康で文化的な生活を営むに足りる住宅 

として住宅に困窮する低額所得者に対し低廉な家賃で供給し，国民生活の安定と社会福 

祉の増進に寄与することを目的とし整備されたもので，その他の住宅においても，⑵の 

とおり目的に応じた住宅供給を行っており，また，児童遊園や集会所等の共同施設にお 

いては入居者の共同の福祉のために必要な施設として整備されている。 

⑵ その他の住宅  

ア 改良住宅 

不良住宅が密集する地区の環境改善を図る整備の際に，住宅を失う者の為に整備さ 

れた住宅 

イ コミュニティ住宅 

 土地区画整理事業等に伴い住宅を失う者のために整備された住宅 

ウ 都市再生住宅 

市街地再開発事業等に伴い住宅を失う者のために整備された住宅 

エ 特定公共賃貸住宅 

  過疎地域の人口定住策として中堅所得者の者に供給する目的で整備された住宅 

オ 地域活性化住宅 

  移住定住を促進し中山間地域の活性化を図る目的で整備された住宅 

カ 新規就農者住宅 

新規就農者の育成を目的に整備された住宅 

 

２ 管理運営に関する基本的な考え方 

⑴ 入居者その他の市民（以下「入居者等」という。）に公平な利用機会を確保する。 

⑵ 入居者の安全確保を第一に考え事故防止に努めること。 

⑶ 対象施設において万一事故等が発生した場合には，責任者等による現場対応を原則と 

し，直ちに市に連絡し，経過を報告するとともに，指定管理者の責任において，迅速かつ

適切に対応すること。 

⑷ 施設の適正な管理に努め，効率的・効果的な運営を行う。 

⑸ 入居者の基本的な情報は，紙台帳及び住宅管理システムで管理を行うこと。 

⑹ 入居者等に対するサービスの向上に努める。 

⑺ 勤務時間外においても，入居者からの緊急連絡等に対応できる体制を確保する。 

⑻ 災害時においても，入居者等の救出，安全の確保等を最優先し，迅速かつ適切に対応 

する。 

⑼ 個人情報の保護を徹底する。 

⑽ 一部の業務を第三者へ委託する場合は市の承諾を得ること。ただし全部の委託は禁止 

する。 

⑾ 指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定等を作成する場合は，高知市と協議を行 
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う。 

⑿ 住宅使用料は全て高知市に帰属する。 

⒀ 行政財産の目的外使用決定は市が行うものとする。 

⒁ 管理経費の節減に努めること。 

 

３ 管理の基準 

⑴ 事務所の設置 

事務所を高知市役所庁舎内の指定する場所に設置すること。 

⑵ 勤務時間 

ア 月曜日から金曜日 午前８時30分から午後５時15分まで 

  ただし，土曜日，日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178条）に規 

定する休日（以下「祝日法による休日」という。），12月29日から翌年の１月３日まで 

の日を除きます。勤務時間等が変更になった場合は，変更後の日及び時間） 

イ 休日又は夜間に突発的に発生する修繕工事（以下「緊急修繕」という。）や入居者 

からの相談，要望，及び事故等に現地等で対応できるようにコールセンターを設置す 

るなどして，24時間365日の体制を整備すること。 

ウ 指定管理者が，市民サービスの向上，利用者の利便性の向上に有効と判断するとき

は，市長の承認を得てアの開設時間を変更することができる。 

⑶ 個人情報の取扱い 

個人情報の取扱いについては，高知市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関す

る条例（平成17年条例第69号）第11条の規定を遵守すること。 

 

４ 管理経費 

⑴ 市営住宅等の管理運営に要する経費は，原則として市から支払う指定管理料で賄うも 

のとする。 

⑵ 災害その他の予測し難い事故等により市営住宅等を修繕する必要が生じた場合は，別 

途協議する。 

⑶ 指定期間の開始と同時に経費の執行が必要となる場合があるので，予め市と協議する 

こと。 

 ⑷ 指定管理者は経理規程を策定し，経理事務を行うこと。 

⑸ 経理及び収入は，原則として団体自体の口座とは別の口座で管理する。 

⑹ 指定管理業務に係る経費とその他の業務に係る経費を区分して整理すること。 

 

５ 法令等の遵守 

市営住宅等の管理運営に当たっては，次の各号に掲げる法令等を遵守しなければならな 

い。 

ただし，本指定期間中に法令等の改正があった場合には，改正された内容に基づくもの 

とする。また，業務の遂行に当たっては，社会通念上妥当でない方法等により実施しない 

こと。 

⑴ 地方自治法（昭和22年法律第67号） 
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⑵ 労働基準法（昭和22年法律第49号）ほか労働関係法規 

⑶ 公住法 

⑷ 改良法 

⑸ 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成５年法律第 52 号） 

⑹ 条例及び条例施行規則 

⑺ 高知市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年条例第69号） 

及び同条例施行規則（平成 17 年規則第 126 号） 

⑻ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）及びその他関係法令 

⑼ 高知市行政情報公開条例（平成 12年条例第 68 号）及び同条例施行規則（昭和 62 年規 

則 68 号） 

⑽ 高知市公共調達条例（平成 24年条例第４号）及び同条例施行規則（平成 27 年規則第 

93 号） 

⑾ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年 

法律第 27号）(以下，「マイナンバー法」という。） 

 ⑿ その他管理運営に適用される法令で，指定期間中，関係法令に改正があった場合は， 

改正された内容を仕様とする。なお，改正に伴い，費用が増減する場合は，協議により指 

定管理料を改定できるものとする。 

 

 

 

６ 業務内容 

⑴ 管理運営のための体制の整備に関すること 

ア 従業員の雇用等に関すること。 

(ｱ) 管理運営に係る全従業員（臨時職員を含む。）の勤務形態等については，労働基

準法・労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）・その他労働関係法令を遵守し，管

理運営に支障のないように配置すること。 

(ｲ) 従業員に対して，人権研修や避難訓練をはじめ施設管理運営に必要な研修を実施

すること。また，市が研修などを実施する場合には，積極的に参加させること。 

イ 受付業務・帳簿作成業務・その他体制の整備に必要な業務を実施すること。 

ウ 必要な技能，資格を有する者を配置するなど工夫し，業務を円滑に遂行すること。 

エ 制服，名札などを着用することにより，入居者等に対して業務に携わっていること 

を明らかにすること。 

オ 従業員が通勤で使用する４輪車両については，市の敷地内に駐車しないこと。 

⑵ 施設及び設備の維持管理に関すること。 

「高知市営住宅及び共同施設 設備保守点検等説明書」のとおり 

⑶ 市営住宅等の管理に関すること。 

ア 条例第67条第３項に規定する業務を実施すること。 

イ 事業計画書及び収支予算書に基づき，適正かつ効率的に業務を実施すること。 

ウ 指定管理者により管理運営されていることを示すため，指定管理者としての連絡先 

をパンフレット等に表示すること。 
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 ⑷ 自主事業に関すること。 

  ア 自主事業計画書により，実施すること。 

  イ 市民のニーズに係る有効な調査を実施し，事業の計画及び実施に反映されているこ 

と。 

  ウ 市営住宅等の設置目的を達成するために行う業務であること。 

⑸ 使用料等の徴収に関すること。 

  ア 住宅使用料，駐車場使用料及び共益費，また督促手数料，延滞金（以下「使用料等」

という。）の徴収に関連する業務を行うこと。 

  イ 使用料等を徴収する場合には，住宅政策課の収納担当へ即座に徴収金の受領及び領

収書発行を依頼すること。 

  ウ 使用料等は期限までに納付させ，滞納となった場合には，適切な入居者指導を進め

るとともに，滞納情報の的確な把握による迅速な対応等により，毎年度取り決める収

納率以上の確保に努めること。 

 ⑹ 施設賠償責任保険に加入すること。 

ア 身体上の損害については，限度額を被害者１名につき金５千万円以上，かつ，１事故 

につき５億円以上とすること。 

イ 財物上の損害については，限度額を１事故につき金１千万円以上とすること。 

⑺ 利用者の安全の確保に関すること。 

ア 利用者の安全対策，監視体制等について，各種マニュアルを作成し，従業員を指導

し，万一に備えて従業員を訓練すること。 

イ 緊急対策，防犯・防災対策等の安全を確保するための各種マニュアルを作成すると

ともに，従業員を指導し，万一に備えて従業員を訓練すること。 

ウ 事故が発生した場合，高知市と協力して速やかに必要な措置を講ずるとともに事故 

の原因調査に当たること。 

⑻ 市営住宅管理システムに関すること 

ア 市営住宅管理システムの管理にあたっては，「高知市情報セキュリティ規程」並びに 

次の事項を遵守すること。 

イ 市営住宅管理システムの管理責任者を定め，市に報告すること。 

ウ 市営住宅管理システムの使用者を市に報告すること。 

(ｱ) 報告していない者の市営住宅管理システムの使用又は閲覧を禁止する。 

(ｲ) 市に報告した後で退職または異動等により使用しなくなった場合は，原則３日以 

内に市に報告すること。 

エ 市営住宅管理システムを使用する者に対して，個別にパスワードを設定し通知する。 

(ｱ) パスワードは定期的に市において変更する。 

 (ｲ) パスワードは適正に管理し，パスワードをシステムに記憶させることや机に貼る 

   等により，他人に容易に分かるようにしないこと。 

オ 貸与時にインストールされているソフトを除いては，新規にソフトをインストール 

しないこと。 

カ 市営住宅管理システムに障害が発生した場合は，直ちに市に報告すること。 

市営住宅管理システムを使用する業務を第三者へ委託することは禁止する。 
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キ 市営住宅管理システムは，高知市役所庁舎内に置く事務所以外での使用及び接続を

禁止する。 

ク 市営住宅管理システムから取り出す情報については，管理上必要となる必要最小限 

の情報に留めること。また，市が認めた帳票以外は出力しないこと。 

ケ 住宅管理システムからインターネットや他のネットワークへの接続，または周辺機 

器を住宅管理システムとその他のシステムとで共有することを禁止する。 

コ 市営住宅管理システムから磁気媒体への出力及び電子出力は行わないこと。 

⑼ その他のシステム機器に関すること 

事務所等で必要な情報関連機器等は，指定管理者の負担にて設置することとし，ネッ 

トワークへの接続方法や設置する機器等について，事前に市と協議すること。 

⑽ 個人情報等の保護に関すること。 

個人情報の取扱いについては，「高知市営住宅及び共同施設管理運営に関する基本協 

定書」の別記１「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。 

 なお，マイナンバー法第２条第８項に規定する特定個人情報の取扱いについても必要

な対策を講じること。 

また，万一個人情報の漏洩事故が発生したと疑われる場合には，直ちに市に報告する

こととし，本業務の実施に当たり市から入手した個人情報は，指定管理期間終了等によ

り本業務が完了又は協定が解除されたときは，直ちに市に返還すること。 

⑾ 情報公開に関すること。 

管理業務を行うに当たって保有する文書の公開に努めるとともに，閲覧等の請求があ 

ったときは，速やかに，これに応じること。 

⑿ 業務報告に関すること。 

ア 年度終了後，４月30日までに地方自治法第244条の2第７項に規定する事業報告書を 

提出すること。 

イ 毎月終了後，翌月の10日までに事業の実施状況報告書を提出すること。 

ウ ３か月に一度，前３か月間の業務内容を総括した四半期総括表を提出すること。 

エ その他，高知市が必要とする報告書を提出すること。 

オ 各報告書の書式は別途定めるものとする。 

⒀ 指定管理者は，毎月一回又は必要に応じて随時，市に管理運営の状況等の報告を行う 

とともに，指定管理業務の実施について，市と定期的に連絡会議を設け，懸案事項の解 

決，業務の遂行方法等について，相互に意見を交換し,又は調整すること。 

また，会議の議事録を作成し，月末までに提出すること。 

 

７ 備品等の所有権 

⑴ 指定管理者に貸し付ける備品や寄贈品等については，高知市の所有とし，その使用及 

び保管は十分注意すること。指定管理者が，自ら購入・搬入し，又は設置しようとする 

場合は，その是非や所有権等について事前に協議すること。 

⑵ 指定管理者が指定管理料により購入した備品，当初から指定管理者が所有する備品又 

はリース等により持ち込んだ備品は，管理簿を作成する等して明らかにすること。 

⑶ 指定管理期間が終了又は指定管理期間内において協定が解除されたときは，指定管 
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理者が購入又はリース等により持ち込んだ備品等は自己の負担において直ちに撤去す 

ること。 

⑷ 市営住宅管理システム関連機器及び鍵，抽選器については，「貸与品一覧表」のとお 

り。 

 

８ 文書の管理 

指定管理者は，業務に伴い作成し，又は受領した文書等は，「高知市文書管理規程」に準 

じ，適正に管理分類すること。 

 

９ 業務の引継ぎ等 

  指定管理者は本業務の終了（地方自治法第244条の２第11項の規定により指定を取り消  

された場合等を含む。）に際し，市又は市が指定するものに対し，市と協議の上，指定期間 

の終了までに業務引継書を作成し，引継ぎ等を行うこととする。新旧指定管理者間で，業 

務引継ぎが完了したことを示す書面を取り交わし，その写しを本市に提出すること。 

なお，本業務終了後においても，本市又は業務を引き継いだ者からの業務に関する問合 

せについては，誠実に回答すること。 

引継ぎ等に要した費用は，指定管理者の負担とする。 

また，使用した事務所を原状に復して引き渡すこと。 

 

10 リスク分担 

  施設の管理運営に伴うリスク分担については，「高知市営住宅及び共同施設の指定管理

に係るリスク分担表」に定めるとおりとする。 

 

11 特定業務委託契約に関する事項  

本業務に関し市が指定管理者と締結する協定は，高知市公共調達条例に規定する「特定 

業務委託契約」に該当するものであり，市は，同条例第８条の規定に基づき協定において

次の事項を定めるものとする。 

⑴ 台帳の作成及び提出に関する事項 

⑵ 特定業務委託契約に係る事項の周知に関する事項 

⑶ 対象労働者からの申出への対応に関する事項 

⑷ 労働報酬の支払いに関する事項 

⑸ 不利益な取扱いの禁止に関する事項 

⑹ 誓約書の提出に関する事項 

⑺ 立入調査への対応に関する事項 

⑻ 是正措置への対応に関する事項 

⑼ 指定管理者の指定の取消し等に関する事項 

 

12 障害者差別解消法に関する事項  

公の施設の管理運営を行うことを鑑み，障害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律（平成25年法律第65号）第８条第２項に定める障害者への合理的配慮の提供については，
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「高知市障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」に基づき，本市職員

に準じた対応に努めること。 

 

13 管理運営状況の調査への対応 

 ⑴ 市は，市営住宅等の管理運営について，管理の適正を期するため，地方自治法第 244 条 

の２第 10 項に基づき，指定管理者に対して，随時に当該業務又は経理の状況に関して， 

報告を求め，実地について調査を実施する場合がある。 

 ⑵ 市は，前項による実地調査等の結果，管理運営について適正でないと認められる点に 

ついて必要な指示を行う。 

⑶ 市は，報告書の内容や入居者の意見などを参考にして事業評価を行い，市と指定管理 

者で締結した協定書の内容を満たしていないと判断した場合には是正勧告を行う。 

⑷ 市は，指定期間中の指定管理者による適切な管理運営を確保するため，「指定管理者業 

務評価指針」に基づき，モニタリングを実施するので，必要な資料作成やヒアリングに 

応じること。 

⑸ 「高知市営住宅及び共同施設 設備保守点検等説明書」等で提出を義務付けている報

告書等も評価の対象となるため留意すること。 

 

14 指定管理者の指定の取消し等 

⑴ 指定管理者の責に帰すべき理由により事業の継続が困難となった場合の措置 

指定管理者の責に帰すべき理由により事業の継続が困難となった場合，又はその恐れ 

が生じた場合は，市は指定管理者に対して改善勧告等の指示を行い，期間を定めて改善 

策の提出及び実施を求めることとする。 

   この場合，指定管理者がその期間内に改善することができなかったときは，市は指定 

管理者の指定を取り消し，又は業務の全部又は一部の停止を命じることができる。 

   なお，市に損害が生じた場合は，指定管理者が賠償するものとする。 

 ⑵ その他の事由により事業の継続が困難となった場合 

   災害その他の不可抗力等，市及び指定管理者の双方の責めに帰すことができない事由 

により，事業の継続が困難となった場合は，市と指定管理者は事業の継続の可否につい 

て協議するものとし，その結果，継続が困難であると判断した場合又は一定期間内に協 

議が整わない場合には，市は指定管理者の指定を取り消し，又は業務の全部又は一部の 

停止を命じることができるものとする。 

⑶ 市の指示に従わないとき 

市は，指定管理者が市の指示に従わないときは，指定管理者の指定を取り消し，又は業 

務の全部又は一部の停止を命じることができるものとする。 

 ⑷ 損害賠償に関すること 

指定管理者の責に帰すべき事由により，本市又は第三者に損害を与えた場合には，指 

定管理者においてその損害を賠償するものとする。 

 ⑸ 求償 

指定管理者の責めに帰すべき事由により発生した損害について，市が第三者に対して 

賠償した場合，市は指定管理者に対して賠償した金額及びその賠償に伴い発生した費用 
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を求償することができるものとする。 

 

15 協議 

指定管理者は，この仕様書に規定するほか，指定管理者の業務の内容及び処理について， 

疑義が生じた場合は市と協議し決定すること。 


